
 

 

 

屋内スポーツ施設の一斉休館について 

添付資料 有 無     

新型コロナウイルス感染症について、全国の感染に歯止めがかからず、また近隣の

感染事例も見受けられる状況となっております。これを受け、町対策会議にて検討

の結果、拡大防止のため、屋内スポーツ施設を一斉休館とします。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

対象施設【町内の屋内スポーツ施設全て】 

① 町民体育館・②武道館・③社会体育館・④藤が丘体育館 

⑤ 学校開放の各小学校体育館・⑥ながたドーム 

 

 休館期間 

   当面、４月４日（土）～５月１０日(日)の間 
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新型コロナウイルス感染症対策 

屋内スポーツ施設の一斉休館について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症対策につきまして、ご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。 

箕輪町では、３月４日から施設利用自粛のお願いと高校生以下の活動の予約制限を行

ってまいりましたが、全国の感染に歯止めがかからず、また、近隣での感染事例も見受

けられる状況となっております。 

これを受け、４月１日の町対策会議にて検討の結果、拡大防止のため休館措置を行う

こととなりました。ご不便をおかけしますが、引き続きのご理解ご協力のほどお願いい

たします。 

記 

 

１ 対象施設【町内の屋内スポーツ施設の全て】 

   ①町民体育館・②武道館・③社会体育館・④藤が丘体育館 

⑤学校開放の各小学校体育館・⑥ながたドーム 

   

国や県のガイドラインでは、●換気の悪い密閉空間、●多くの人が密集することによる濃厚接触、

●近距離での会話などが重なったときに、より多くの人が感染したと示されました。 

当町の施設は常時管理人不在のため、徹底した換気や消毒などの対策をすることができず、利用

者の安全を第一に考え、休館といたしました。 

なお、4/9（木）からオープンする屋外体育施設（番場原・沢・上古田グラウンド、番場原テニ

スコート、学校開放の各小学校校庭）については、今のところ休止の予定はありませんが、感染状

況に応じて変更する場合もありますので、ご承知おきください。 

 

２ 休館期間【キャンセル連絡不要、鍵の貸出しは行いません。】 

   当面、４月４日（土）～５月１０日（日）の間 

    

※今後の状況により、休館期間の変更等が生じた場合は、施設への再掲示及び 

町ホームページなどでお知らせします。 

お問い合わせ先 箕輪町教育委員会文化スポーツ課スポーツ振興係 

TEL 0265-70-6601   担当 小池弘郷・中坪真之介 

メール：shougai@town.minowa.lg.jp 

箕輪町ホームページ：https://www.town.minowa.lg.jp/ 

mailto:shougai@town.minowa.lg.jp

